
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部

北海道職業能力開発促進センター釧路訓練センター

ポリテクセンター釧路

訓練期間：令和６年１０月１日～令和７年３月３１日

建設荷役車両運転科
８名

ビジネスワーク科
７名

令和６年度 第4号 ３月訓練終了予定者



 

 

 

 

 
(1) 求人に関するお問い合わせは、就職相談員または各科の

指導員までお願いします。 

 

(2) 求人を希望される場合は、巻末にあります申込書に必要

事項をご記入いただき、以下をご持参またはＦＡＸ・郵

便にて送付願います。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 当センターが紹介する訓練受講者は雇用関係助成金の対

象とはならないことを予めご承知おきください。 

建設荷役車両運転科 6ヶ月訓練 

各種建設機械の構造、機能、取扱いの概要と関

係法令、運転に関する技能及び関連知識、点検整

備について習得します。 

荷役運搬機械を使って荷物の運搬・積込み作業

の運転に関する技能及び関連知識を習得。クレー

ン等を用いて各種荷役作業をするための運転並

びに玉掛け作業に関する技能及び関連知識を習

得します。 

訓練中に取得可能な資格（任意受験） 

・車両系建設機械(整・運・積・掘)運転技能講習 

・車両系建設機械(解体用)運転技能講習 

・ショベルローダー等運転技能講習 

・フォークリフト運転技能講習 

・小型移動式クレーン運転技能講習 

・玉掛け技能講習 

〒084-0915 

釧路市大楽毛南 4 丁目 5 番 57 号 

 

北海道職業能力開発促進センター釧路訓練センター 

ポリテクセンター釧路 

ＴＥＬ 0154(57)5938  ＦＡＸ 0154(57)8130 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部 

ビジネスワーク科 6ヶ月訓練 

事務の仕事についての知識を身につけ、経理

部門で必要となる商業簿記・コンピュータ会計

による入出金処理、残高照合、月次決算、代金

回収チェックなど実務の流れを習得します。 

 他、各種保険実務・給与計算・年末調整等の

一般総務実務、事務職全般に必要となるパソコ

ンの応用技術まで、関連職種に幅広く対応でき

る知識技能を習得します。 

 

訓練中に取得可能な資格（任意受験） 

・日商簿記検定 3級 

・全経簿記能力検定 2級（商業簿記） 

・ワープロ技士（3級・2級） 

・表計算技士（3級・2級） 

訓練の紹介 求人に関するお問い合わせ先 

・ポリテクセンター釧路 求人申込書 

・ポリテクセンター釧路求人票 

または現在有効なハローワーク求人票 

・自己申告書 

（※現在有効なハローワーク求人票があれば不要です。） 

求 人 申込 必要書 類  



ＮＯ.1

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

荷役運送業

正社員

拘らない

拘らない

拘らない

正社員

拘らない

正社員

釧路市

釧路市

釧路市

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

建設荷役車両運転科　　　（令和6年10月1日入所、令和7年3月31日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

1 53 男

車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習
大型自動車第一種運転免許
大型特殊自動車第一種免許
牽引自動車第一種運転免許
大型自動二輪車免許
2級自動車整備士

サービス業（34年2ヵ月）

釧路市

　前職では、自動車販売業において車両整備やフロント業務に34年間従事
して参りました。業務では、お客様のニーズに合わせた適切な接客対応は
もちろん、現場スケジュールの把握や社内各担当との円滑なコミュニケー
ションを心掛けていました。管理職に就いたあとも、状況に応じた判断をし
て会社の目標達成に貢献してきました。

　私は、これまでの経験から集中力や忍耐力また持久力には人一倍自信
があります！

　前職の理容師の仕事では、下積み時代を含め様々な事を学びました。
技術はもちろんのこと、お客様との接客方法の向上、業務の効率化など、
失敗や挫折もありましたが、その分自身の成長に繋がりました。

　また、お客様との会話ではお客様の気持ちを尊重する姿勢で要望を聞き
取りつつ、時として理容師としてのアドバイスを盛り込みながら、コミュニ
ケーションを通じて、人間関係が深まりお客様から信頼や感謝を得ることが
できました。

　現在は、前職の経験を活かしつつ、ポリテクセンターで得た技術を使い早
期就職を目指し励んでいます。

男

　前職では、金融や保険業務に携わっていました。
地域の農業や地域産業を支えるための金融サービスや保険商品を提供す
るすることで、地域経済や地域産業の発展に貢献できたことに、やりがいを
感じていました。
　また、エクセル及びアクセスで必要なツールを作成し業務の効率化に力を
入れてきました。

　現在は、地域社会への貢献や持続可能な社会づくりに貢献することがで
きる、建設業界にチャレンジしたく、職業訓練で資格取得に励んでいます。

3 44 男

車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習
大型自動車第一種運転免許
牽引自動車第一種運転免許
乙種第4類危険物取扱者免状
2級ボイラー技士
3級自動車整備士

施設管理業（6ヵ月）
自動車整備業（4年）
保安業（19年）

　私は、これまでの職務経験を通じてチームワークやコミュニケーション能
力を培ってきました。
　また、私は相手の話しに真剣に向き合い、適切なタイミングで質問を投げ
かけたりすることを心掛け、相手の意図や要求を理解しやすくし、円滑なコ
ミュニケーションや問題解決に役立ててきました。

　仕事をする上で大切な協調性には自信があり、積極的にコミュニケーショ
ンを取り、チームメンバーとの信頼関係を築くことに努めてきました。

2 62 男

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習
大型特殊自動車第一種免許
乙種第4類危険物取扱者免状
農業用品目毒物劇物取扱者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

団体職員（40年）

7

普通自動車第一種運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習
理容師

接客業（2年）
サービス業（1年6ヵ月）

26



ＮＯ.2

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

建設荷役車両運転科　　　（令和6年10月1日入所、令和7年3月31日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等 自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

建設業

正社員

倉庫荷役業

正社員

建設業
（重機オペ）

正社員

拘らない

正社員

釧路市

釧路市

釧路市

釧路町

普通自動車第一種運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習

接客業
宿泊業
経理事務
営業

製造業（15年）
運送業（2年）
倉庫荷役業（4年4ヵ月）

　前職では、荷役業や倉庫管理業務などを行っていました。

　業務では、フォークリフトやショベルローダーなど重機の運用が行われて
いましたので、注意力を持って行動し周囲の危険を察知し事故や怪我を防
いでいました。
また、大切な商品を適切に保管・管理することで、顧客へのサービス品質を
向上させ満足度を高めることに貢献してきました。

　現在、職業訓練校に通い、資格を活かせる就職を目指しています！

9 31 男

準中型自動車運転免許
車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習

建設業（10年）

　これまでに接客業を中心に色々な職種を経験してきました。
接客や営業では、人に感謝される嬉しさや人の為に最善を尽くすことにやり
がいを感じ、責任感を持って業務にあたっていました。お客様の立場になっ
て考える事で、自分が重要視されている・大切にされていると感じられ顧客
満足度が上がり、会社の売り上げに貢献できました。

私は、一度作業を始めると時間を忘れて没頭してしまうほど、仕事に集中し
てしまうところがあります。しかし、それは長時間にわたり集中力を継続でき
る自分の長所だと捉えています。

11

　社会インフラのひとつである鉄道業に従事しておりました。

　業務内容は多岐に渡りましたが、駅のセキュリティや安全確保にも貢献し
ていました。また、列車の運行や乗客の安全を守るために、確実な業務遂
行が求められましたので、常に自己管理や責任感を持って業務にあたって
いました。

　お客様と社員の命を守る為、事故・労災を起こさない為の研修や訓練を
経験してきたので、どの職種にも共通する「安全」に対する意識が人一番高
いと考えています。

12 38 男

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習
第三級陸上特殊無線技士
国内旅行業務取扱管理者

鉄道業（15年5ヵ月）

25 女

　私は、これまで建設業ひとつに身をおいてきました。
最初こそ、体力に厳しい部分もありましたが、続けていくうちに、何もないと
ころから建物を作り出す楽しさに魅力を感じてきました。

　仕事に慣れてくると、新築住宅の基礎工事の現場を任されるようになり、
別の現場では外国人実習生を連れて施工から工程作り、お客様対応を任
されていました。

現在は、はポリテクセンターで重機の免許を取り、即戦力として働けるよう
に現場作業のスペシャリストを目指し日々訓練に励んでいます！

10

中型自動車運転免許（8ｔ限定）
車両系建設機械運転技能講習（整地等）
車両系建設機械運転技能講習（解体用)
フォークリフト運転技能講習
玉掛け技能講習
クレ－ン運転業務特別教育

43 男



ＮＯ.1

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等

一般事務
経理事務

正社員

営業
一般事務
経理事務

正社員

拘らない

正社員

事務職

正社員

私はこれまで、物流業と接客業を経験して参りました。
接客業では受付、会計他多様な業務を担当し、お客様が安心してご利用できる
ように常に笑顔で接客することを心掛けていました。また、物流業ではコスト削
減を重視しつつ、在庫管理、人員管理等の現場の監督的な立場で仕事をして
いました。
これらの経験から、仕事で重要なことは目標を持ち、それを明確にすることで、
自分自身のモチベーションも上がり、結果を出せるのだと思いました。
現在、これらの経験を活かして、事務職に就くために資格取得に励んでいま
す。

4 44 男

普通自動車運転免許
日商簿記検定2級
全経コンピュータ会計能力検定3級

接客・サービス業（5年）
営業職・管理職（20年）

前職で営業職を中心に、経営を含む会社内のあらゆる業務を一任され、管理
職も経験しました。また、顧客との信頼構築にも努めてきました。

未経験な業務であっても解決へと導き、会社を率いてきた実績があり、これらの
経験から広い視野を持って仕事を進めることが出来ます。

また、企業経営に役立つ知識を身に付けるため、日商簿記2級を取得しました。
学んだ知識と経験を活かし、会社へ貢献していきたいと思っています。

1 23 男

普通自動車運転免許
全経簿記能力検定2級（商業）
日商簿記検定3級
全経コンピュータ会計能力検定3級
フォークリフト運転技能講習

物流業（3年）
接客（1年）

釧路市

釧路町

前職の販売職では、お客様とのコミュニケーションを大切にしながら務めまし
た。また、売上管理・在庫管理・売り場管理等を任され、売上実績の向上に貢
献しました。営業職では、パワーポイントを用いて顧客向けプレゼンテーション
をした経験もあります。

会社を支える事務職として、習得した簿記や事務に関する資格・スキルとこれ
までの経験を生かしていきたいです。

自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和６年１０月１日入所、令和７年３月３１日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等

現在、就職活動に向けたスキルアップに励んでおり、ポリテクセンター在所中に
日商簿記2級取得を目指しています。

接客販売を６年経験しました。仕事をする上で大切なことは、仕事をスムーズに
進めるために先を見通し計画を立て行動することだと学びました。このことを念
頭に置きながら、更に経験を重ねて成長し、企業の皆様の役に立ちたいと思っ
ています。

5 25 男

普通自動車運転免許
全経簿記能力検定2級（工業・商業）
全経コンピュータ会計能力検定3級
全商ビジネス文書実務検定ビジネス文書部門2級

全商商業経済検定ビジネス経済Ａ2級

接客販売（6年）

釧路町

6 26 女

普通自動車運転免許
全経簿記能力検定2級（商業）
日商簿記検定3級
日本情報処理検定協会日本語ワープロ検定試験3級
日本情報処理検定協会パソコンスピード認定試験3級
日本情報処理検定協会プレゼンテーション作成検定試験3級

接客販売（5年）
営業（1年）
不動産業（6ヶ月）

厚岸町



ＮＯ.2

北海道職業能力開発促進センター　釧路訓練センター

整理 主な経験職種 希望職種

番号 （勤務年数） 雇用形態等
自　己　Ｐ　Ｒ　　（特技等）

訓　練　修　了　生　求　職　情　報

ビジネスワーク科　　　（令和６年１０月１日入所、令和７年３月３１日修了）

住　　　　所 年齢 性別 免　許　・　資　格　等

経理事務

正社員

事務職

派遣
パート

アルバイト

事務職

正社員

7 42 男

普通自動車運転免許(AT限定)
日商簿記検定2級
全経コンピュータ会計能力検定3級
食品衛生責任者
防火・防災管理者

飲食店（8年）
一般事務（8年）

私は数字に強く、迅速・正確な事務処理能力を備えております。管理職経験で
培った課題抽出や解決能力があり、生産性向上、組織力強化の面で力を発揮
出来ると信じております。
　
飲食店店長として管理業務を任され、持続可能な利益確保のために、人員体
制や従業員のスキルアップ及び職場環境の整備に努めました。また、法令遵
守や社会規範を重視しながらコスト管理、顧客満足度の向上等、様々な数値目
標を達成しました。食品工場では、在庫管理、物流の手配、請求書作成、入出
金管理、給与計算、経理補助を含む幅広い業務を担当しました。

経理・会計知識をより深めたいと考え、昨年11月に日商簿記試験2級に合格し
ました。即戦力として組織に一層の貢献ができるよう、日々研鑽を重ねておりま
す。

釧路市

私は笑顔で人と接することが得意です。
このことは、町内会役員等の社会貢献にも役立っております。
また、販売・接客の仕事の他、幅広い業務を経験した中で、同僚と良い人間関
係を確立し、お客様とのコミュニケーションを図ることにも努めて参りました。
このコミュニケーション能力や経験を自分の目指す事務職に活かして働きたい
と思っております。9 60 女

全商珠算3級 接客販売（17年）
一般事務（4年）

釧路市

慎重な性格で、良く考えてから行動・選択できることが私の強みです。
前職でのオペレーター業務では、急なトラブルや、イレギュラーな事態にも冷静
に対処し、スムーズに仕事を進めることが出来ました。
今回、以前から興味のあった事務職を目指しており、ポリテクセンターで簿記・
会計の資格取得に励んでおります。
自分の強みと取得したスキルを活かして、会社に貢献していきたいと思いま
す。

10 25 男

普通自動車運転免許
全経コンピュータ会計能力検定3級
フォークリフト運転技能講習

出庫作業オペレーター（6年）

釧路市



No.

年  月 日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　北海道支部
北海道職業能力開発促進センター釧路訓練センター（ポリテクセンター釧路）訓練課　あて

TEL：0154-57-5938　FAX：0154-57-8130
ご担当者名

※「ポリテク釧路求人票」を送付される場合は、「自己申告書」も併せてご提出ください。 TEL

FAX

公開する科名にチェックを付けてください。

※ 指名求人 は指名された者が応募を希望した場合、必ず面接を実施してください。

人材情報発行号 修了予定月 訓 練 科 整理番号 住所 年齢 受付日 配付日 回答日

1 令和   年度 第  号  月修了

2 令和   年度 第  号  月修了

3 令和   年度 第  号  月修了

4 令和   年度 第  号  月修了

5 令和   年度 第  号  月修了

ポリテクセンター釧路

氏 名

〒

セ ン　タ　ー　処　理　欄

〇  訓練科の受講者全員  に求人を公開する場合、

〇  受講者指名求人  を行う場合、 下表の太枠内  に必要事項をご記入ください。

□建設荷役車両運転科、□電気システム科、□ビジネスワーク科 住   所 

E・mail

企業様回答日

「ポリテクセンター釧路」求人申込書

貴 社 名

〇「ハローワーク求人票」 または  求人番号   -  -
 若しくは 「ポリテク釧路求人票」 と併せて送付願います。

※ 求人票の有効期間につきましては、受付年月日から３ヶ月間とさせていただきます。
求人を継続する場合は、改めて求人申込書及び求人票をご提出ください。



（ポリテク釧路様式１）

ポリテクセンター釧路 求人票 1/2

賞与月数

回 （前年度実績）試用期間中の労働条件 ）

～ 円 （前年度実績）

年

（前年度実績 ）
普通自動車運転免許

月額

期間

派
遣
・

請
負
等

就業形態
賃
金

支
払
日

労働者派遣事業の許可番号

雇
用
期
間

昇
給

［ ］ ［

契約更新の条件
賞
与

（前年度実績

］

試
用
期
間 計

試用期間
1月あたり

［ ］ 必
要
な
P
C

ス
キ
ル正社員登用　

雇
用
形
態

その他内容 ［ ］

賃
金
形
態
等

円 ～

円

正社員登用の実績（過去３年間）
賃
金

締
切
日［ ］ 必

要
な
免
許
・
資
格

通
勤

手
当

円金額

] 

職
種

［ ］

仕
事
内
容

年
齢

学
歴 ［ ］
必
要
な

経
験
等

年齢制限

年齢制限該当事由

円

［ ］

］
転
勤
の

可
能
性

所
在
地

〒
円 ～ 円

事
業
所
名

円

〒

手当

（ 日 )

～ 円

※（固定残業代がある場合はa+b+c）

基
本
給

（
a

）

受付年月日 求人整理番号
＊センター記入欄 ＊センター記入欄

１　求人事業所

駐車場

３　賃金・手当

フリガナ

就
業
場
所

賃
金

月額（a+b） 円

基本給（月額平均）又は時間額月平均労働日数

ホームページ

～

２　仕事内容

固
定
残
業
代

（
c

）

マ
イ
カ
ー

通
勤

※事業主の方：本様式は、ハローワーク求人票を参考にしています。

手当 円

■変更範囲

正社員以外の名称　

か月分 （前年度実績）

［

そ
の
他
手
当
付
記

事
項

（
d

）

［

円 ～ 円

円受動喫煙対策　　

［
手当 円 ～

］
定
額
的
に
支
払
わ

れ
る
手
当

（
b

）

円 ～手当

円



（ポリテク釧路様式１）

※事業主の方：本様式は、ハローワーク求人票を参考にしています。

FAX

Eメール

（ ） （ ）

［ ］

［ ］
利用可能託児施設

入居可能住宅
単身用

世帯用

)

就業規
則

会
社
の
特
長

法人番号

役職

代表者
名

健康 厚生

］
職務給制度 復職制度

］
月平均

設立年人

人 ) 資本金

労働組合

就業場所

(

(

うち女性

うちパート

人

人

７　選考等

年
間

休
日
数

６か月経過後の年次有給休暇日数 日

［ ］

休
日
等

４　労働時間

分

時

事
業
内
容

従業員数分

時間

［

分 ～ 時

３６協定における特別条項

就
業
時
間

（１）

（2）

（3）

又は

時 分 ～

時

就業時間に関する特記事項

特別な事情・期間等

時間外労働

６　会社の情報

時
間
外
労
働
時
間

時 分

時 分 ～ 時 の間の

時 分 ～

時間

［

定年制 再雇用制度

厚生年金基金

加
入
保
険

企
業

年
金

休
日
等

５　その他の労働条件等

財形 その他 （ ）

確定拠出年金 確定給付年金

勤務延長

退職金制度
労災 公災

］

外国人雇用実績

求人に関する特記事項

選考方
法

通知方
法

担
当
者

育児休業
取得実績

介護休業
取得実績

看護休暇
取得実績

フルタイム パートタイム

採用人
数

人
募集
理由 ［

選
考
場
所

休
憩

時
間

退職金共済
雇用

その他書類選考

結果通
知

即決
書類選考結果通知 面接選考結果通知

書類到着後 日以内 面接後 日以内

面接 （ ）回 筆記試験

］
日時 その他 ［ ］

〒

郵送 電話 Eメール その他 ［

内線 （ ）

部署

氏名

電話番号

ポリテクセンター釧路紹介状 履歴書（写真添付）

その他 ［職務経歴書 ｼﾞｮﾌﾞ・ｶｰﾄﾞ

送付方法

郵送の送付場所

〒

応募書類の返戻 求人者の責任にて廃棄

選考に関する特記事項

［ ］

応
募
書
類
等

Eメール

］

郵送 ［ ］

事
業
所
名

ポリテクセンター釧路 求人票 2/2

＜ポリテクセンター釧路お問い合わせ先＞
訓練課就職支援担当　TEL：0154-57-5938　FAX:0154-57-8130

※ポリテクセンター釧路求人票を送付していただく際は、必ずハローワーク
における求人不受理の要件に当てはまらないことを「自己申告書」のチェッ
クシート各項目でご確認していただき、事業所名等記入の上併せて送付願
います。

受付年月日 求人整理番号
＊センター記入欄 ＊センター記入欄



a b a b a b c
是

正
し

て
か

ら
６

カ
月

が
経

過
し

て
い

な
い

。

a b

（
※

１
）

対
象

と
な

る
労

働
基

準
法

の
規

定

※
労

働
者

派
遣

法
第

4
4

条
（

第
４

項
を

除
く

）
に

よ
り

適
用

す
る

場
合

を
含

む
。

（
※

２
）

対
象

と
な

る
最

低
賃

金
法

の
規

定

事
業

所
所

在
地

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

代
表

者
名

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト

　
以

下
に

該
当

す
る

場
合

は
、

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

レ
点

（
「
✔

」
）

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
以

下
の

う
ち

１
つ

で
も

該
当

す
る

場
合

は
、

求
人

不
受

理
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

※
項

目
４

に
つ

い
て

は
、

求
人

不
受

理
の

対
象

で
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
該

当
す

る
事

業
所

に
は

職
業

紹
介

を
行

う
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。

１
．

労
働

基
準

法
お

よ
び

最
低

賃
金

法
関

係

（
１

）
過

去
１

年
間

に
２

回
以

上
同

一
の

対
象

条
項

（
※

１
、

２
）

違
反

行
為

に
よ

り
、

労
働

基
準

監
督

署
か

ら
是

正
勧

告
を

受
け

、
当

該
違

反
行

為
を

是
正

し
て

い
な

い
。

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

送
検

後
１

年
が

経
過

し
て

い
な

い
。

　
年

　
　

月
　

　
日

　

　
私

ど
も

は
、

こ
の

求
人

申
込

み
の

時
点

に
お

い
て

、
職

業
安

定
法

に
規

定
す

る
求

人
不

受
理

の
対

象
に

該
当

い
た

し
ま

せ
ん

。

事
業

所
名 是

正
し

て
か

ら
６

カ
月

が
経

過
し

て
い

な
い

。

（
２

）
違

法
な

長
時

間
労

働
を

繰
り

返
し

て
い

る
企

業
と

し
て

企
業

名
が

公
表

さ
れ

、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

（
３

）
対

象
条

項
違

反
行

為
に

係
る

事
件

が
送

検
か

つ
公

表
さ

れ

自
己

申
告

書

◇
こ

の
自

己
申

告
書

に
つ

い
て

の
説

明
事

項
◇

（
１

）
以

下
の

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
の

項
目

に
１

つ
で

も
該

当
す

る
場

合
に

は
、

職
業

安
定

法
に

規
定

す
る

求
人

不
受

理
に

該
当

し
ま

す
。

（
２

）
こ

の
自

己
申

告
書

に
記

載
し

た
内

容
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

修
正

の
上

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
（

３
）

申
告

内
容

が
事

実
と

異
な

る
場

合
は

、
職

業
安

定
法

第
4

8
条

の
３

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

厚
生

労
働

大
臣

又
は

都
道

府
県

労
働

局
長

に
よ

る
勧

告
及

び
公

表
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

休
憩

、
休

日
、

有
給

休
暇

男
女

同
一

賃
金

強
制

労
働

の
禁

止

労
働

条
件

の
明

示

賃
金

労
働

時
間

第
6

4
条

の
２

(第
１

号
に

係
る

部
分

に
限

る
)、

第
6

4
条

の
３

第
１

項
、

第
6

5
条

、
第

6
6

条
、

第
6

7
条

第
２

項

（
４

）
求

人
不

受
理

期
間

中
に

再
度

同
一

の
対

象
条

項
違

反
に

よ
り

、
労

働
基

準
監

督
署

に
よ

る
是

正
勧

告
を

受
け

て
お

り
、

そ
の

後
、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

内
容

年
少

者
の

保
護

妊
産

婦
の

保
護

規
定

第
４

条

第
５

条

第
1

5
条

第
１

項
及

び
第

３
項

第
2

4
条

、
第

3
7

条
第

１
項

及
び

第
４

項

第
3

2
条

、
第

3
6

条
第

６
項

(第
２

号
及

び
第

３
号

に
係

る
部

分
に

限
る

)、
第

1
4

1
条

第
３

項

第
3

4
条

、
第

3
5

条
第

１
項

、
第

3
9

条
第

１
項

、
第

２
項

、
第

５
項

、
第

７
項

及
び

第
９

項

第
5

6
条

第
１

項
、

第
6

1
条

第
１

項
、

第
6

2
条

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

6
3

条

内
容

最
低

賃
金

第
４

条
第

１
項

規
定（

１
）

（
２

）

（
３

）

（
４

）

(※
)送

検
後

１
年

経
過

し
た

時
点

で
、

是
正

後
６

か
月

未

満
の

場
合

に
は

、

是
正

後
６

か
月

経

過
時

点
ま

で
不

受

理
期

間
延

長



a b a b

（
※

３
）

対
象

と
な

る
職

業
安

定
法

の
規

定

※
第

3
0

条
の

２
第

１
項

を
労

働
者

派
遣

法
第

4
7

条
の

４
の

規
定

に
よ

り
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。

（
※

５
）

対
象

と
な

る
男

女
雇

用
機

会
均

等
法

(雇
用

の
分

野
に

お
け

る
男

女
の

均
等

な
機

会
及

び
待

遇
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
)の

規
定

※
労

働
者

派
遣

法
第

4
7

条
の

２
の

規
定

に
よ

り
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。

（
※

６
）

対
象

と
な

る
育

児
介

護
休

業
法

(育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

育
児

又
は

家
族

介
護

を
行

う
労

働
者

の
福

祉
に

関
す

る
法

律
)の

規
定

※
労

働
者

派
遣

法
第

4
7

条
の

３
の

規
定

に
よ

り
適

用
す

る
場

合
を

含
む

。

a b c
（

注
２

）
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。

（
※

４
）

対
象

と
な

る
労

働
施

策
総

合
推

進
法

(労
働

施
策

の
総

合
的

な
推

進
並

び
に

労
働

者
の

雇
用

の
安

定
及

び
職

業
生

活
の

充
実

等
　

に
関

す
る

法
律

)の
規

定
内

容
規

定
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

防
止

に
関

す
る

雇
用

管
理

上
の

措
置

第
3

0
条

の
２

第
１

項

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

を
理

由
と

す
る

不
利

益
取

扱
い

の
禁

第
3

0
条

の
２

第
２

項
（

第
3

0
条

の
５

第
２

項
、

第
3

0
条

の
６

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

事
業

所
に

お
い

て
、

同
盟

罷
業

又
は

作
業

閉
鎖

が
行

わ
れ

て
い

る
。

３
．

そ
の

他
の

不
受

理
事

由
暴

力
団

員
（

注
２

）
に

該
当

す
る

。

法
人

の
場

合
、

役
員

の
中

に
暴

力
団

員
が

い
る

。

規
定

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

（
２

）
求

人
不

受
理

期
間

中
に

再
度

同
一

の
対

象
条

項
違

反
に

よ
り

、
①

需
給

調
整

事
業

課
（

室
）

に
よ

る
助

言
や

指
導

、
勧

告
、

②
雇

用
均

等
室

に
よ

る
助

言
や

指
導

、
勧

告
を

受
け

て
お

り
、

そ
の

後
、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

是
正

し
て

か
ら

６
カ

月
が

経
過

し
て

い
な

い
。

（
注

１
）

職
業

安
定

法
第

4
8

条
の

３
第

３
項

、
労

働
施

策
総

合
推

進
法

第
3

3
条

第
２

項
、

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
第

3
0

条
又

は
育

児
・

介
護

休
業

法
第

5
6

条
の

２
の

規
定

に
よ

る
公

表
。

（
１

）
対

象
条

項
（

※
３

、
４

、
５

、
６

）
違

反
の

是
正

を
求

め
る

勧
告

又
は

改
善

命
令

に
従

わ
ず

、
企

業
名

が
公

表
（

注
１

）
さ

れ
、

当
該

違
反

行
為

を
是

正
し

て
い

な
い

。

労
働

条
件

等
の

明
示

第
５

条
の

３
第

１
項

、
第

２
項

及
び

第
３

項

求
職

者
等

の
個

人
情

報
の

取
扱

い
第

５
条

の
５

内
容

２
．

職
業

安
定

法
、

労
働

施
策

総
合

推
進

法
、

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
　

及
び

育
児

・
介

護
休

業
法

関
係

職
業

紹
介

事
業

者
は

、
同

盟
罷

業
（

ス
ト

ラ
イ

キ
）

又
は

作
業

所
閉

鎖
（

ロ
ッ

ク
ア

ウ
ト

）
が

行
わ

れ
て

い
る

事
業

所
に

対
し

て
職

業
紹

介
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
の

で
、

該
当

す
る

場
合

は
チ

ェ
ッ

ク
を

お
願

い
し

ま
す

。

所
定

外
労

働
等

の
制

限
第

1
6

条
の

８
第

１
項

（
第

1
6

条
の

９
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
）

、
第

1
7

条
第

１
項

（
第

1
8

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
、

第
1

9
条

第
１

項
（

第
2

0
条

第
１

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

、
第

2
3

条
第

１
項

か
ら

第
３

項
ま

で
、

第
2

6
条

内
容

規
定

育
児

休
業

、
介

護
休

業
等

の
申

出
が

あ
っ

た
場

合
の

義
務

、
不

利
益

取
扱

い
の

禁
止

第
６

条
第

１
項

、
第

９
条

の
３

第
１

項
、

第
1

0
条

、
第

1
2

条
第

１
項

、
第

1
6

条
（

第
1

6
条

の
４

、
第

1
6

条
の

７
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

）
第

1
6

条
の

３
第

１
項

、
第

1
6

条
の

６
第

１
項

、
第

1
6

条
の

1
0

、
第

1
8

条
の

２
，

第
2

0
条

の
２

、
第

2
1

条
第

２
項

、
第

2
3

条
の

２
、

第
2

5
条

第
１

項
・

第
２

項
（

第
5

2
条

の
４

第
２

項
、

第
5

2
条

の
５

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

４
．

そ
の

他
（

求
人

不
受

理
の

た
め

の
チ

ェ
ッ

ク
項

目
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

）

暴
力

団
員

が
自

身
（

又
は

法
人

）
の

事
業

活
動

を
支

配
し

て
い

る
。

第
1

1
条

第
１

項
、

第
1

1
条

の
３

第
１

項

妊
娠

中
、

出
産

後
の

健
康

管
理

措
置

第
1

2
条

、
第

1
3

条
第

１
項

内
容

規
定

性
別

を
理

由
と

す
る

差
別

の
禁

止
第

５
条

、
第

６
条

、
第

７
条

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

、
出

産
等

を
理

由
と

す
る

不
利

益
取

扱
い

の
禁

止
第

９
条

第
１

項
、

第
２

項
及

び
第

３
項

、
第

1
1

条
第

２
項

（
第

1
1

条
の

３
第

２
項

、
第

1
7

条
第

２
項

、
第

1
8

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

等
の

防
止

に
関

す
る

雇
用

管
理

上
の

措
置

労
働

争
議

へ
の

不
介

入

求
人

等
に

関
す

る
情

報
の

的
確

な
表

示
第

５
条

の
４

第
１

項
及

び
第

２
項

第
4

2
条

の
２

に
お

い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
法

第
2

0
条

秘
密

を
守

る
義

務
第

5
1

条

求
人

の
申

込
み

時
の

報
告

第
５

条
の

６
第

３
項

委
託

募
集

第
3

6
条

労
働

者
募

集
に

係
る

報
酬

受
領

・
供

与
の

禁
止

第
3

9
条

、
第

4
0

条

（
１

）

（
２

）
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